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オンライン資格確認等システムを活用した薬剤情報等の閲覧により診療等を実
施する場合における確認

令和 5 年 7 月 4 日 
保険局医療介護連携政策課， 

医療課事務連絡

【解説】オンライン資格確認等システムに本
人以外のデータが紐付けされている事案が
発生しているため，同システムで薬剤情報
等の閲覧により診療等を行う場合に，改め
て本人確認を行う方法が示されました。

1．診察等時における確認方法例
医師若しくは歯科医師が診察・処方する

際又は薬剤師が調剤する際，これまでも，
例えば，丁寧な問診やお薬手帳による確認
等により，本人であることや実際の薬剤の
服用状況，併用禁忌等について確認いただ
いていることから，マイナンバーカードに
よるオンライン資格確認により閲覧した薬

剤情報等を診察等において活用する際も，
同様に確認することが考えられる。
2．受付窓口における確認方法例

現在，保険者による正確なデータ登録に
向けた取組を進めているところであるが，
当面の間，上記 1 のほか，患者がマイナン
バーカードを使って当該医療機関・薬局を
初めて受診・利用する場合や保険者を異動
した場合，受付窓口においても，必要に応
じて，オンライン資格確認時に表示された
資格情報と以下の情報に相違がないか照合
確認を行うことが考えられる。
①　初診・初めての来局の患者の場合は，

診療申込書や問診票（薬局の場合は初回
質問票）に記入された患者情報（漢字氏
名，カナ氏名，性別，生年月日，住所）

②　再診・再来局の患者の場合は医療機
関・薬局で保有する患者情報（診療録，
調剤録，医療保険請求に関する情報等）
その際，①，②の情報とオンライン資格

確認時に表示された資格情報が突合できな
い場合又は①，②の情報が得られない場合
については，患者本人に口頭で氏名，生年
月日，住所（資格情報に住所が表示されな
い場合には保険者名称）等を確認すること
により，本人確認を行うことが考えられる。

事

マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応 令和 5 年 7 月 10 日
保発 0710 第 1 号

【解説】医療機関等でマイナンバーカードに
よるオンライン資格確認を行うことができ
ない場合における，窓口での対応や医療費
の負担の取扱い等が通知されました。

1．マイナンバーカードによるオンライン
資格確認を行うことができないケース

⑴　マイナンバーカードによりオンライン
資格確認を行った際に，資格確認端末に
おいて，「資格（無効）」，「資格情報なし」
と表示される場合
・オンライン資格確認等システムにより

確認できる患者の直近の資格情報が無
効（資格喪失済み）であり，資格喪失
後の新たな資格情報が確認できない場
合，医療機関等の資格確認端末におい
て，「資格（無効）」と表示される。

・また，喪失済みのものを含め，オンラ
イン資格確認等システムにより資格情
報が確認できない場合（過去に保険者
等から資格情報が登録されていない場
合や，保険者等において登録データを
確認中の場合）には，医療機関等の資
格確認端末において「資格情報なし」
と表示される。
こうしたケースは，新たな保険者等が

資格情報をシステムに登録し，又はデー
タの確認作業が終了次第解消していくも
のであり，今後，保険者等による迅速か
つ正確なデータ登録の取組を徹底し，こ
うした事象自体を減少させていく。
※　オンライン資格確認において「資格
（無効）」，「資格情報なし」と表示され
る場合，マイナポータルにおいても直

近の有効な資格情報を確認することは
できない。

※　「資格（無効）」「資格情報なし」の
表示は，患者が健康保険証を持参した
場合に，医療機関等の職員が健康保険
証の資格情報を入力して当該健康保険
証の有効性をオンライン資格確認等シ
ステムに照会する場合も生じる。なお，
健康保険証によりオンライン資格確認
を行う場合は，マイナンバーカードに
よりオンライン資格確認を行う場合と
異なり，当該資格が喪失している場合
に，患者の直近の資格情報を確認する
ことはできない。

⑵　医療機関等の機器不良等によりその場
でマイナンバーカードによるオンライン
資格確認を行うことができない場合

通
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保険者等によるシステムへのデータ登
録は完了しているが，医療機関等の機器
不良等によりオンライン資格確認を行う
ことができない場合として，例えば以下
のようなケースが考えられる。
・顔認証付きカードリーダーや資格確認

端末の故障
・患者のマイナンバーカードが使用でき

ない場合（カードの券面汚損，IC チ
ップの破損，カードに搭載されている
利用者証明用電子証明書の有効期限切
れ）

・停電，施設の通信障害，広範囲のネッ
トワーク障害など
これらのケースは，医療機関等におい

て，オンライン資格確認等システムへの
アクセス自体は可能である場合と，医療
機関等において，オンライン資格確認等
システムへのアクセス自体が困難となっ
ている場合に分けることができ，それぞ
れに応じた対応を行う。
2．1 のケースにおける資格確認及び窓口
負担

⑴　患者が自身のスマートフォン等により
マイナポータルにアクセスして医療保険
の被保険者資格情報の画面を提示できる
場合や，患者が健康保険証を持参してい
る場合は，当該マイナポータルの画面や，
健康保険証を医療機関等の受付窓口に提
示することにより資格確認を行い，医療
機関等の窓口負担として，患者の自己負
担分（3 割分等）の支払を求める。

⑵　⑴による資格確認を行うことができな
い場合，患者に，マイナンバーカードの
券面情報（氏名，生年月日，性別，住所），
連絡先，保険者等に関する事項（加入医
療保険種別，保険者等名称，事業所名），
一部負担金の割合等を申し立てる被保険
者資格申立書（別添 3）を可能な範囲で
記入いただき，医療機関等の窓口負担と
して，患者が申し立てた自己負担分（3
割分等）の支払を求める。なお，過去に
当該医療機関等への受診歴等がある患者
について，その時から資格情報が変わっ
ていないことを口頭で確認し，被保険者
資格申立書に記載すべき情報を把握でき

ている場合には，被保険者資格申立書の
提出があったものと取り扱って差し支え
ない。
※　70 歳以上等の患者について，患者

の申立てに基づく割合で一部負担金を
受領した場合，実際の負担割合が異な
っていたとしても，負担割合相違によ
るレセプト返戻は行わないことを基本
とする。なお，保険者等が判明した場
合において負担割合の相違が確認され
た場合には，当該保険者等から患者に
対して返還請求等が行われる。

※　停電，施設の通信障害，広範囲のネ
ットワーク障害などが発生した場合や，
顔認証付きカードリーダーが故障した
場合には，オンライン資格確認等シス
テムの「緊急時医療情報・資格確認機
能」〔資格情報照会（システム障害時）〕

（以下「システム障害時モード」という）
を立ち上げ，患者の氏名，生年月日，
性別，住所又は保険者名で照会するこ
とにより，停電の復旧等によりオンラ
イン資格確認等システムにアクセス可
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能になった後，資格確認を行うことが
できる。システム障害時モードの立ち
上げ方については，別添 2 を参照願い
たい。

また，何らかの事情により顔認証付
きカードリーダーで顔認証が上手く機
能しない場合には，カードに搭載され
た利用者証明用電子証明書の暗証番号
の入力のほか，オンライン資格確認の
目視モードを立ち上げ，医療機関等の
職員が患者のマイナンバーカードの券
面の写真を目視することによる本人確
認を行うことも可能である。目視モー
ドの立ち上げ方については，別添 2 を
参照願いたい。

⑶　患者がマイナンバーカード又は健康保
険証のいずれも持参していない場合や，
有効な健康保険証の交付を受けていない
場合であってマイナンバーカードによる
資格確認を行うこともできない場合には，
新しい健康保険証の交付を受けていない
場合の現行の取扱いと同様に，医療機関
等は，患者に対して医療費の全額（10 割）
を請求することを基本とする。ただし，
当該患者が再診であり，医療機関等にお

いて過去の受診歴等や患者の身元が分か
る場合など，個々の医療機関等の判断に
より，当該医療機関等で保有している情
報等に基づき患者の窓口負担を 3 割分等
とするなど，柔軟な対応を行うことが妨
げられるものではない。
3．診療報酬請求等
⑴　マイナポータルの画面や健康保険証の

提示及びシステム障害時モードによりそ
の場で又は事後的に資格確認を行った場
合には，当該資格確認結果に基づく患者
の保険者等番号及び被保険者等記号・番
号を診療報酬明細書等（以下単に「明細
書」という）に記載して診療報酬請求等
を行う。

⑵　患者からの聞き取り等により患者の現
在の資格情報を確認できた場合や，過去
に当該医療機関等への受診歴等がある患
者について，その時から資格情報が変わ
っていないことを口頭で確認できた場合
には，当該資格に基づく患者の保険者等
番号及び被保険者等記号・番号を明細書
に記載して診療報酬請求等を行う。

⑶　有効な保険証が発行されている場合で
あって，患者の現在の資格情報を確認で

きなかった場合においても，「資格
（無効）」画面に表示された喪失済み
の資格や，過去の受診歴等から確認
した資格に基づく保険者等番号及び
被保険者等記号・番号を明細書に記
載して診療報酬請求等を行うことが
できる。
※　マイナンバーカードによるオン

ライン資格確認において「資格（無
効）」と表示された場合，当該表
示画面において無効とされた旧保
険者等番号と旧被保険者等記号・
番号を確認することができる。な
お，資格確認端末に連携している
レセプトコンピューターから資格
情報を閲覧した場合，レセプトコ
ンピューターの仕様によっては喪
失済みの資格情報が表示されない
可能性があるが，その場合は資格
確認端末本体からオンライン資格
確認等システムにアクセスし，資
格確認履歴を参照することにより，
喪失済みの資格情報を確認するこ
とができる。

※　喪失済みの資格に基づき診療報
酬請求等を行った場合であっても，
医療費の審査支払の時点で新たな

保険者等からデータ登録がなされてい
る場合には，オンライン資格確認等シ
ステムのレセプト振替機能を活用して，
医療機関等へ明細書を返戻することな
く当該新たな保険者等に対して医療費
請求を自動的に振り替えることを基本
とする。

⑷　有効な保険証が発行されている場合で
あって⑴～⑶によることができないとき，
被保険者資格申立書の提出があった患者
については，患者から事後的に医療機関
等に対して被保険者等記号・番号等の提
供がなかった場合には医療機関等から患
者へ確認を行った上で，なお，患者の現
在又は喪失済みの保険者等番号又は被保
険者等記号・番号を特定することができ
ないときには，明細書の摘要欄に，被保
険者資格申立書により把握している患者
の住所，事業所名，連絡先等の情報その
他請求に必要となる情報を記載の上，保
険者等番号及び被保険者等記号・番号は

「不詳」のまま診療報酬請求等を行うこ
とができる。
※　被保険者資格申立書に関する説明書

に「被保険者番号等の情報（健康保険
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証のコピーや写真を含む）がわかり次
第，必ず受診された医療機関等にお伝
えください」と記載されている。

4．保険者等の診療報酬等の支払について
3⑶及び⑷による診療報酬請求等につい

て，審査支払機関は，オンライン資格確認
等システムのレセプト振替機能も活用しつ
つ，患者が医療機関等を受診等した当時の
加入保険者等を可能な限り特定し，当該特
定作業により判明した保険者等が診療報酬
等を負担する。なお，当該特定作業により
保険者等を特定することができない場合に
は，災害等の際の取扱いに準じ，各保険者
等で，当該医療機関等に対する診療報酬等
の支払実績に応じて診療報酬等を按分して
支払うこととする。
5．その他
⑴　2⑵のとおり，患者が医療機関等を受

診等した際，マイナンバーカードによる
オンライン資格確認を行うことができな
い場合でも，被保険者資格申立書を記入
いただき，医療機関等の窓口に提出いた
だくことで，申し立てた自己負担分（3
割分等）に基づく支払によって必要な保
険診療を受けることが可能となるが，本
来，保険者が加入者に対し，個別にオン
ライン資格確認等システムへのデータ登
録状況をお知らせすることができれば，
患者にこうした窓口手続きを求める必要
はなくなるものである。

このため，今後，被用者保険の保険者
が，転職等による保険資格変更時に，健
康保険証の交付と併せてオンライン資格

確認等システムへのデータ登録状況をお
知らせする取組を進めていく。

一方，このような仕組みが整備される
までの間，被用者保険の各保険者等及び
事業主におかれては，患者の窓口手続き
の負担を回避し，医療現場での円滑な受
診等に資するよう，事業主が加入者に健
康保険証を配付する機会を捉え，加入者
に対し，次の点を周知していただくこと
についてご協力をお願い申し上げる。
・マイナンバーカードで医療機関等を受

診等する際に，事前にマイナンバーを
提出いただいていない等により，オン
ライン資格確認等システムへのデータ
登録に必要な確認に時間を要する場合
は，医療機関等で「資格（無効）」や「資
格情報なし」と表示される場合がある

・オンライン資格確認等システムへのデ
ータ登録が完了している場合であって
も，医療機関等の機器不良等によりオ
ンライン資格確認を行うことができな
い場合がある

・その場合，医療機関等の窓口において
本来の負担割合で受診等いただくこと
は可能だが，その際にマイナンバーカ
ードの券面情報等を記載した書面を提
出していただく必要が生じ得る

・被用者保険の加入者にオンライン資格
確認等システムへのデータ登録の状況
をお知らせする仕組みが整備されるま
での間，窓口でのこうした手続を回避
するには，初めてマイナンバーカード
で医療機関等を受診等する場合や，転
職等により新しい健康保険証が交付さ

れた場合などは，受診等の前にマイナ
ポータルで新しい資格が登録されてい
ることを確認するか，念のためマイナ
ンバーカードとあわせて健康保険証を
持参していただきたい
なお，こうした対応は，あくまでも，

オンライン資格確認等システムへのデー
タ登録状況をお知らせする仕組みが整備
されるまでの時限的なものであり，かつ，
初めてマイナンバーカードで医療機関等
を受診等する場合といった限定的な場面
での取扱いとしてお願いするものであり，
患者に将来にわたって，マイナンバーカ
ードによる医療機関等の受診等の際に恒
常的に健康保険証を持参していただくこ
とを求める趣旨のものではない点，ご留
意いただきたい。

⑵　3⑶，⑷及び 4に係る事務取扱いの詳
細は追って別途通知する。3 ⑷の取扱い
については，令和 5 年 9 月の請求から適用
するものであるが，これに先立って，被保
険者資格申立書を患者に記入いただく運
用を行っていただくことは差し支えない。
⑶　⑴の被用者保険の加入者にオンライン

資格確認等システムへのデータ登録状況
をお知らせする仕組みの整備に係る詳細
については，別途通知する。

（参考）別添資料について
・別添 1 マイナンバーカードによるオン

ライン資格確認を行うことができない場
合の対応

・別添 2 システム障害時モード・目視モ
ードの立ち上げ方

・別添 3 被保険者資格申立書

データ提出加算（A245）に係る経過措置及び届出状況 令和 5 年 7 月 11 日
保険局医療課事務連絡

【解説】2022 年度診療報酬改定ではデータ
提出加算の届出を要件とする入院基本料の
範囲が拡大されましたが，データ提出加算
の届出に一定期間を要することから，2024
年 3 月末日まで経過措置が設けられていま
す。経過措置終了後も当該入院基本料を算
定するには，一部の医療機関を除き，2023
年度中にデータ提出加算を届け出る必要が
あります。その手続き等に係る事務連絡が
発出されました。

1　データ提出加算の届出を要件とする入
院基本料〔※別紙 1参照（略）〕

⑴　令和 6 年 3 月末日まで経過措置の対
象となっている入院基本料
令和 4 年 3 月 31 日において，現に地域

一般入院基本料，専門病院入院基本料（13
対 1），障害者施設等入院基本料，特殊疾
患入院医療管理料，特殊疾患病棟入院料又
は緩和ケア病棟入院料に係る届出を行って
いる保険医療機関で許可病床数が 200 床未
満のもの及び精神科救急急性期医療入院料
⑵　当分の間，経過措置の対象となる入院
基本料
令和 4 年 3 月 31 日において，病床数に

よらず，データ提出加算の届出が要件とな
っている入院料をいずれも有していない保
険医療機関であって，地域一般入院料，療
養病棟入院基本料，専門病院入院基本料（13
対 1），障害者施設等入院基本料，特殊疾

患入院医療管理料，回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料 5，特殊疾患病棟入院料，
緩和ケア病棟入院料，精神科救急急性期医
療入院料のいずれかを有するもののうち，
これらの病棟の病床数の合計が 200 床未満
であり，かつ，データ提出加算の届出を行
うことが困難（※）であることについて正
当な理由があるもの。

（※）基本診療料の施設基準等第 11 の 10
に掲げる，データ提出加算の届出を行う
ことが困難であることについて正当な理
由がある場合とは，電子カルテシステム
を導入していない場合や厚生労働省「医
療情報システムの安全管理に関するガイ

事
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ドライン」に規定する物理的安全対策や
技術的安全対策を講ずることが困難であ
る場合等が該当する。
2　データ提出加算の届出
⑴　データ提出加算届出までの流れ

①　「様式 40 の 5」データ提出開始届出
書を提出

②　試行データの作成及び提出
③　②で提出した試行データが適切に作

成された医療機関あてにデータ提出事
務連絡を発出

④　「様式 40 の 7」データ提出加算に係
る届出書を提出

⑤　データ提出加算の算定及び本データ
の提出を開始

⑵　留意事項
〇　2 ⑴①の様式 40 の 5 について，令和 5

年度中は残り 2 回の期限が設定されてい
るが，データ提出加算を令和 5 年度中に
届け出るためには第 3 回目の期限である
令和 5 年 11 月 20 日（月）までの提出が
必須であること〔スケジュール的に第 4
回目の期限である令和 6 年 2 月 20 日で

の提出では今年度中に加算の届出はでき
ない。※別紙 2 参照（略）〕

〇　試行データは本データに準じた取扱い
とするため作成及び提出に当たっては

『2023 年度「DPC 導入の影響評価に係
る調査」実施説明資料』を参照する

〇　試行データが提出期限までに提出され
なかった場合，また，調査実施説明資料
に定められた方法以外での提出や提出さ
れたデータに不備があった場合等は，デ
ータ提出の実績が認められない

厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部改正 令和 5 年 7 月 19 日
告示第 233 号

【解説】先進医療及び患者申出療養並びに施
設基準の告示が更新されました。7 月 20 日
からの適用です。

（p.1545 左段最下行／p.1564左段最下行の
次に挿入）
13　EPI-589 経口投与療法〔筋萎縮性側索

硬化症（過去に EPI-589 が投与された患者
に係るものに限る）〕

告

疑義解釈資料の送付（その53，54） 令和 5 年 7 月 19 日， 24 日
保険局医療課事務連絡

【解説】2022 年診療報酬改定の疑義解釈に
関する事務連絡が発出されました。

その53（令和5年7月19日）
【特定集中治療室管理料】
問1　平成 26 年診療報酬改定における「疑

義解釈資料の送付について（その 2）」（平
成26年4月4日事務連絡）において，「特
定集中治療に習熟していることを証明す
る資料」について，「日本集中治療医学
会等の関係学会が行う特定集中治療に係
る講習会を受講していること，および特
定集中治療に係る専門医試験における研
修を含むものとする」とされているが，
日本集中治療医学会が行う JICEC セミ
ナーは，特定集中治療に係る講習会に該
当するか。

答　該当する。ただし，他の講習等と組み
合わせる場合を含め，実講義時間として
合計 30 時間以上であり，下記の内容を
全て含む（講師としての参加を含む）こ
とを示す受講証明があること及び特定集
中治療に係る専門医試験における研修も
行っていることが必要となる。

なお，オンライン会議システムや
e-learning 形式等を活用した研修におい
ては，「疑義解釈資料の送付について（そ
の 1）」（令和 4 年 3 月 31 日付け厚生労
働省保険局医療課事務連絡）に示すオン

ライン会議システムを活用した実施に係
る留意点を踏まえて実施する必要がある。
・呼吸管理（気道確保，呼吸不全，重症

肺疾患）
・循環管理（モニタリング，不整脈，心

不全，ショック，急性冠症候群）
・脳神経管理（脳卒中，心停止後症候群，

痙攣性疾患）
・感染症管理（敗血症，重症感染症，抗

菌薬，感染予防）
・体液・電解質・栄養管理，血液凝固管

理（播種性血管内凝固，塞栓血栓症，
輸血療法）

・外因性救急疾患管理（外傷，熱傷，急
性体温異常，中毒）

・その他の集中治療管理（体外式心肺補
助，急性血液浄化，鎮静/鎮痛/せん妄）

・生命倫理・終末期医療・医療安全

【注射薬】
問2　マキュエイド眼注用 40mg の出荷停

止に伴い，関係学会から，他剤で代替で
きない患者に対しては，ケナコルト-A
筋注用関節腔内用水懸注 40mg/1 mL を
代替品として使用するよう周知されてい
るが，これに従った場合において，代替
薬の有無等を考慮の上，診療報酬明細書
の摘要欄に投与の理由を記載することに
より，個々の症例ごとの医学的判断に基

づき診療報酬の算定の可否が判断される
のか。

答　そのとおり。

その54（令和5年7月24日）

問1　A300救命救急入院料，A301特定集
中治療室管理料，A301-4小児特定集中
治療室管理料，A302新生児特定集中治
療室管理料 1，A303総合周産期特定集
中治療室管理料の施設基準において，

「専任の医師が，午前 0 時より午後 12
時までの間常に（以下「常時」という）
治療室内に勤務していること」とあるが，

「医師，看護師等の宿日直許可基準につ
いて（令和元年 7 月 1 日基発 0701 第 8
号）」に示す宿日直許可を取得し，宿日
直を行っている専任の医師が，常時治療
室内にいることでよいか。

答　専任の医師が，常時治療室内の患者に
対して自ら適切な診療を行い，昼夜に関
わらず同様に勤務する体制をとっている
場合は，差し支えない。ただし，宿日直許可
と特定集中治療室管理料等の施設基準に
おける医師の配置との整理については，令
和 6 年度診療報酬改定の過程において明
確化することとしていることに留意する。
問 2　A301-2ハイケアユニット入院医療

管理料の施設基準において，「当該保険

事
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合におけ
る診療報酬等の請求の取扱い

令和 5 年 7 月 19 日
保険局医療介護連携政策課，

医療課事務連絡

【解説】マイナンバーカードによるオンライ
ン資格確認を行うことができない場合の対
応については，「マイナンバーカードによる
オンライン資格確認を行うことができない
場合の対応について」（令和 5 年 7 月 10 日
保発 0710 第 1 号厚生労働省保険局長通知。
以下「局長通知」という）により示されま
したが，局長通知に基づき対応した場合の
診療報酬請求の対応についての事務連絡が
発出されました。

1．診療報酬等の請求方法
マイナンバーカードによるオンライン資

格確認を行うことができない場合の診療報
酬等の請求は局長通知 3.「診療報酬請求等」

に示した方法によることとし，実際の請求
にあたっては，以下の点に留意する。なお，
診療報酬明細書等については通常実施して
いる請求方法により請求する。
①　局長通知 3. ⑴又は⑵の場合

患者への確認によって得られた保険者等
番号及び被保険者等記号・番号を記録した
上で，通常の診療報酬請求方法にて請求を
行う。
②　局長通知 3. ⑶の場合
「資格（無効）」画面に表示された喪失済

みの資格や，過去の受診歴等から確認した
資格情報（以下「旧資格情報」という）に

基づく保険者等番号及び被保険者等記号・
番号を記録した上で，診療報酬請求を行う。
このとき，摘要欄に，「旧資格情報」であ
る旨を記録する。

なお，記録した資格情報が旧資格情報で
あった場合であっても，レセプト振替機能を
活用して，医療機関等へ明細書を返戻する
ことなく新たな保険者等に対して医療費請
求を自動的に振り替えることとなる。ただし，
・明細書の請求の時点で新たな保険者等か

らデータ登録がなされていない場合
・医療保険・公費併用請求又は高額療養費

等の場合

事

医療機関内に，専任の常勤医師が常時 1
名以上いること」とあるが，「医師，看護
師等の宿日直許可基準について（令和元
年 7 月 1 日基発 0701 第 8 号）」に示す
宿日直許可を取得し，宿日直を行ってい
る専任の常勤医師が，当該保険医療機関
内にいることでよいか。

答　専任の常勤医師が常時当該保険医療機
関内にいて，必要な診療を行う体制を
とっている場合は，差し支えない。ただ
し，宿日直許可とハイケアユニット入院
医療管理料の施設基準における医師の配
置との整理については，令和 6 年度診療
報酬改定の過程において明確化すること
としていることに留意する。
問 3　A301-3脳卒中ケアユニット入院医

療管理料の施設基準において，「当該保
険医療機関内に，神経内科又は脳神経外
科の経験を 5 年以上有する専任の医師が
常時 1 名以上いる。ただし，夜間又は休
日において，神経内科又は脳神経外科の
経験を 5 年以上有する医師が，当該保険
医療機関の外にいる場合であって，当該
医師に対して常時連絡することや，頭部
の精細な画像や検査結果を含め診療上必
要な情報を直ちに送受信することが可能
であり，かつ，当該医師が迅速に判断を
行い，必要な場合には当該保険医療機関
に赴くことが可能である体制が確保され
ている時間に限り，当該保険医療機関内
に，神経内科又は脳神経外科の経験を 3
年以上有する専任の医師が常時 1 名以上
いればよいこととする」とあるが，当該
専任の医師は，「医師，看護師等の宿日直

許可基準について（令和元年 7 月 1 日
基発 0701 第 8 号）」に示す宿日直許可
を取得し，宿日直を行っている医師が，
当該保険医療機関内にいることでよい
か。

答　神経内科または脳神経外科の経験を 3
年，又は 5 年以上有している専任の医師
が常時当該保険医療機関内にいて，必要
な診療を行う体制をとっている場合は，
差し支えない。ただし，宿日直許可と脳
卒中ケアユニット入院医療管理料の施設
基準における医師の配置との整理につい
ては，令和 6 年度診療報酬改定の過程に
おいて明確化することとしていることに
留意する。
問 4　A302新生児特定集中治療室管理料

2 の施設基準において，「専任の医師が常
時，当該保険医療機関内に勤務している
こと」とあるが，「医師，看護師等の宿日
直許可基準について（令和元年 7 月 1
日基発 0701 第 8 号）」に示す宿日直許
可を取得し，宿日直を行っている専任の
医師が，当該保険医療機関内に勤務して
いることでよいか。

答　専任の医師が常時当該保険医療機関内
にいて，必要な診療を行う体制をとって
いる場合は，差し支えない。ただし，宿
日直許可と新生児特定集中治療室管理料
2 の施設基準における医師の配置との整
理については，令和 6 年度診療報酬改定
の過程において明確化することとしてい
ることに留意する。
問 5　A303-2新生児治療回復室入院医療

管理料の施設基準において，「当該保険

医療機関内に，専任の小児科の常勤医師
または週 3 日以上常態として勤務してお
り，かつ，所定労働時間が週 22 時間以
上の勤務を行っている専任の小児科の非
常勤医師が常時 1 名以上配置されている
こと」とあるが，当該常勤医師及び当該
非常勤医師は，「医師，看護師等の宿日直
許可基準について（令和元年 7 月 1 日
基発 0701 第 8 号）」に示す宿日直許可
を取得し，宿日直を行っている，医師で
よいか。

答　専任の小児科の常勤医師または週 3 日
以上常態として勤務しており，かつ，所
定労働時間が週 22 時間以上の勤務を
行っている専任の小児科の非常勤医師
が，常時当該保険医療機関内にいて，必
要な診療を行う体制をとっている場合
は，差し支えない。ただし，宿日直許可
と新生児治療回復室入院医療管理料の施
設基準における医師の配置との整理につ
いては，令和 6 年度診療報酬改定の過程
において明確化することとしていること
に留意する。

【がんゲノムプロファイリング検査】
問6　「Guardant360 CDx がん遺伝子パネ

ル」について，関連学会の見解において，
既収載のがんゲノムプロファイリング検
査と同様の臨床的位置づけで使用される
ものとされており，本検査を用いて検査
を行った場合であっても D006-19がん
ゲノムプロファイリング検査を算定して
よいか。

答　差し支えない。
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については，レセプト振替を行うことがで
きないため，一旦請求してもレセプトは返
戻されるが，③の方法により，請求するこ
とが可能。
③　局長通知 3. ⑷の場合

被保険者資格申立書の提出があった患者
について，患者から事後的に医療機関等に
対して被保険者等記号・番号等の提出がな
かった場合であって医療機関等から患者へ
確認を行った上で，なお，患者の現在又は
喪失済みの保険者等番号及び被保険者等記
号・番号を特定することができない場合は，
次のとおり診療報酬請求を行う。なお，入
院の患者や再診・再来局の患者については，
可能な限り，入院中又は 2 回目以降の受
診・来局の際に保険者等番号及び被保険者

等記号・番号又は過去の資格情報等を確認
することが必要である。

（保険者等番号）
〇　「保険者番号」は「77777777（8 桁）」

を記録する
（被保険者等記号・番号）
〇　被保険者証の「記号」は記録しない
〇　「番号」は「777777777（9 桁）」を記

録 す る〔 後 期 高 齢 者 医 療 の 場 合 は
「77777777」（8 桁）を記録する〕

（摘要欄）
〇　摘要欄の先頭に「不詳」を記録する
　（紙レセプトの場合は，上部欄外に赤色

で不詳と記載する）
〇　摘要欄の不詳の下段に，被保険者資格

申立書に記載された患者のカナ氏名，保

険種別，保険者等名称，事業所名，住所
（複数存在する場合は全て），連絡先，患
者への連絡を行った日付を記録する

※　なお，上記のとおり行われた「不詳」
による請求については，療養の給付及び
公費負担医療に関する費用の請求に関す
る命令（昭和 51 年厚生省令第 36 号）第
1 条の 2 に基づき，審査支払機関におい
て，職権により資格情報の補正を行う。
2．診療報酬等の請求時期

1 ③の方法による診療報酬等の請求は，
令和 5 年 9 月の請求から可能となる。なお，
局長通知発出以降に被保険者資格申立書を
記入した患者であって，1 ③の取扱いが必
要になる場合は，令和 5 年 8 月には請求せ
ず，令和 5 年 9 月以降に請求する。

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の一部改正 令和 5 年 7 月 31 日
保医発 0731 第 12 号

【解説】「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」が改正さ
れ，8 月 1 日から適用されます。

（p.445 左段 11 行目／p.451左段下から19
行目，下線部訂正）

→悪性腫瘍組織検査
⑷　「1」の「ロ」処理が複雑なものとは，（中

略）
ア　肺癌における BRAF 遺伝子検査（次

世代シーケンシング），（中略）RET
融合遺伝子検査，HER2 遺伝子検査（次
世代シーケンシング）

（令 4 保医発 0304・1，0428・6，0531・4，0930・9，令 5
保医発 0731・12）

通

検査料の点数の取扱い 令和 5 年 7 月 31 日
保医発 0731 第 14 号

【解説】令和 4 年 3 月 5 日付け保医発 0305
第 1 号「診療報酬の算定方法の一部改正に
伴う実施上の留意事項について」が一部改
正されました。8 月 1 日からの適用です。

（p.488 左段下から 24 行目／p.495右段下か
ら6行目の次に挿入）

→A群 b 溶血連鎖球菌核酸検出
A 群 b 溶血連鎖球菌核酸検出は，15 歳

未満の A 群 b 溶血連鎖球菌感染が疑われ
る患者に対し，等温核酸増幅法により測定
し，当日中に結果を説明した場合に本区分

「3」淋菌核酸検出を準用して算定できる。
なお，本検査と D012感染症免疫学的検査

「18」の A 群 b 溶連菌迅速試験定性又は
D018細菌培養同定検査を同時に実施した
場合は，主たるもののみ算定する。

（令 5 保医発 0731・14）

通




